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研究会の議論を踏まえた問題意識
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○⻑期間続いている新型コロナウイルス感染拡⼤は、雇⽤や⽣活⾯から多く
の人々に影響を与えた。このような状況に対して、雇⽤調整助成金、社会
福祉協議会の貸付、住居確保給付金、⽣活困窮者自立支援事業等が、セー
フティネットとして⼤きな役割。

○一方、制度が必要な人に制度が届いていない、届きずらいとの課題も指摘
されている。

○届かない要因として、制度の提供体制の在り方に課題があったり、制度の
適⽤が十分に進んでいない、制度を知らない、利⽤に対して抵抗感がある、
人的資本や実施体制に課題があることなどが考えられる。

〇セーフティネットが必要な人に届くには、制度をつくっただけでは機能し
ない。セーフティネットの制度と制度を必要とする人との間にある「地域、
家族、職域」が重要であるが、その機能が弱まっている中では「基盤」の
重要性が増している。



セーティネットを機能させる「基盤」の課題について

〇 制度の適用を行う基盤の課題
厚生年金制度においては、本来、制度が適用されるべき人が、適用さ

れていない場合がある。また生活保護においては、申請の権利があるに
も関わらずその権利を行使できていない課題がある。

〇 情報を届け、理解・信頼を高める基盤の課題
制度の情報が届いていない、理解がされていない。制度への信頼が無

いため、制度の利用につながっていない課題がある。
〇 基盤が不揃いであることの課題

制度を届ける実施体制や専門職の配置など、基盤に大きな地域間格差
があることから、地域によっては適切なサービスの給付がされていない
課題がある。

〇 基盤内部の連携の課題
多様なサービス提供機関・団体間の情報の連携が十分でなかったり、

その連携が有効に機能してないため、制度を必要とする人の立場にたっ
た支援になっていない課題がある。

〇 基盤を形成する人的資源の課題
基盤内部で働く人の処遇が十分ではなく、専門職が配置されなかった

り、事業の継続性や事業者の能力が十分ではなく、制度を必要とする人
に制度が届かない課題がある。
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1.制度の適用という課題

雇用保険や厚生年金においては、短時間労働者やフリーランスのように、
制度としてセーフティーネットの枠から漏れている人の他に、制度の枠に
入っているにもかかわらず、制度の適用がされていない例がある。このこ
とにより、雇用保険の給付が受けられなかったり、低年金・無年金者とな
る状態が生まれている。特に年金は不可逆的な影響が生じる。

「厚生年金保険の適用にかかる粗い推計」 (令和4年度)
国民年金第1号被保険 者1,238万人のうち、常用雇用者は約

78万人。また、パー ト・アルバイトのうち週20時間以上働い
ている者は約 188万人。これらのうち、厚生年金の適用基準
に該当すると考えられる者を推計したのが、105万人程度。
・2014(平成26)年度 200万人
・2017(平成29)年度 156万人
・2022(令和4)年度 105万人

〇国民年金被保険者実態調査結果の概要
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1.制度の適用という課題



制度の適用実態は、深刻な可能性も
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「正規の職員・従業員数(20〜59歳)」は3,785万人
「2021年度総務省労働力調査」

「2021年公的年金加入状況等調査(厚労省)」
厚⽣年金加入者のうち、「正規の職員・従業
員数(20〜59歳)」は、3,078万人 597万人

は?

非適用業種 ・5人以
上 個人事業所 フル
タイム 20万人

5人未満の個人事業
所 （フルタイム）
90万人

第４回社会保障審議会年金部会(2023年5月30日)資料も参考に平川作成

正社員 人 割合

国民年金に加入している第1号被保険者である 405 17.3%
厚生年金に加入している第2号被保険者である 1,779 76.2%
配偶者が厚生年金に加入している第3号被保険者である 70 3.0%
公的年金には加入していない 82 3.5%
総計 2,336

〇 労働力調査と公的年金状況等調査の比較例から正社員の適⽤を推計

〇 第45回連合総研勤労者短観から

※第45回連合総研勤労者短観 2023年4月調査より平川作成

1.制度の適用という課題
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2.普遍的な実施体制という課題

社会保険料を支払っても、制度が届きにくい地域が存在。医療提供体制の
「大きな」地域間格差、つまり社会保険料負担と給付の整合性が大きく異なる
事態。制度の根幹を揺るがすものではないか。



9※北海道医療計画(平成30年度～令和5年度)(中間見直し)より平川一部追補
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〇医療保険制度における医療提供体制のコントロー
ルが、医療機関の「開業の自由」という建前のも
とでは、極めて弱い。

〇保険者が、医療提供体制にどう関わり医療提供側
に対する働くかけを強めていくかが課題ではない
か。

〇地域の医療の将来推計、患者の受診動行などにつ
いてのデータ活用し、保険者が医療提供に対する
関与を強めることがポイントではないか。

2.普遍的な実施体制という課題



3.情報を届け、理解・信頼を高めるという課題
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〇 2021年12月 内閣府「子供の生活状況調査の分析」

収入の水準が最も低い世帯(等価世帯収入中央値317万円の2分の1の世帯)においては、就学援助や児童扶養手当の利用割合は5
割にとどまっている。その理由は、制度を知らなかったり、手続きが分らない、利用しにくいことを上げている。

制度への信頼が低い、制度を活用しずらいとの意識、制度そのものを知らなかったり
もしくは必要なのに制度を利用していない・できていない状況は、深刻な結果をもた
らしている可能性がある。



〇 2021年12月 内閣府「子供の生活状況調査の分析」
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3.情報を届け、理解・信頼を高めるという課題
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2021年11月21日 第8回⽣活困窮者自立支援全国交流研究⼤
会第5分科会 新潟県パーソナルサポートセンター発表資料

新潟県労働者福祉協議会・風テラス

生活に困窮した単身の若年～中高年女性、シ
ングルマザー、社会的養護の出身者、依存症、
双極性障害や不安障害などの精神疾患、軽度
知的障害や発達障害など、複雑かつ多重化し
た悩みを抱えている。

ただお店をやめさせるだけ、債務整理をする
だけでは問題を解決できないケースがほとん
ど。

まず頼りにするのは、福祉の窓口ではなく、
デリヘリのオーナーやホストクラブのホスト
となっている現実。

世間の風俗に対する偏見があるため、風俗で働いていることを誰にも言え
ないまま、行政の窓口や民間の支援団体にも相談できず、困窮を深めてし
まう女性たちが多くいる現状にある。
「相談の場」や積極的なアウトリーチ=現場に出向いての「場」つくりが、

相談のハードルを下げ、制度が必要な人に制度を届けることを可能にして
いる。

3.情報を届け、理解・信頼を高めるという課題



西東京市・「こども食堂げんき」
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〇 所得や家庭事情で利用の可否を問わず、
誰もが利用できる「居場所」をつくること
で、子どもや保護者から様々な相談が持ち
掛けられていく。

〇 生活困窮であったり、子どもの成長・発
達に関する相談など、具体的にどの制度を
利用するということではなく、利用者の
「困り事」の語りから始まる。そこから具
体的な行政の相談や支援に繋がっていく。

〇 制度に対する情報不足や理解・信頼が薄
いため行政の支援を受けることに抵抗感が
あったり、一方で行政の側が相談のハード
ルを高くしてしまっている現状にあるが、
「こども食堂」という誰もが利用できる
「場」が、必要な人に制度を届ける機能を
果たしている。

3.情報を届け、理解・信頼を高めるという課題



〇 地方自治体と国の出先機関との連携、例えば生活困窮者支援と
ハローワーク、外国人相談支援とハローワーク・労基署の連携が
によって、総合的な相談となっているか。

〇 社会資源(NPO、法テラス、労金や生協などの基金など民間団
体)の発見が十分ではない場合、もしくは地域の社会資源と公的
機関の連携進められることによって、適切な支援につながってい
るか。

〇 税や水道料金の滞納の問題が、生活困窮者支援の部門と連携し
ているかなど、地方自治体の公的部門の連携は十分なのか。また、
その連携が、職員の属人的なものではなく組織として行われてい
るか。

4.基盤内部の連携の課題
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5.基盤を形成する人的資源の課題
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〇人的スキルと人材確保の課題

基盤内部の連携の項目において、専門職の重要性について指摘した。し
かし、人的資源の意識・スキルが標準化されていなく、相談支援のサービ
ス提供水準に差が生じていたり、処遇の問題から人的資源が確保されな
かったり、継続的なサービスができない問題も顕在化している。その差は、
相談者にとっては、今後の生活に大きく関わる問題である。

〇国、地方自治体の問題意識について
基盤を担う、または管理する地方自治体の取組についても変革が求めら

れる。生活困窮者自立支援への委託事業や放課後児童クラブの指定管理者
制度などでは、入札制度などの地方自治法の制約の中に置かれている。そ
のために、継続的な事業の実施が困難となったり、人材の確保に困難を来
す事例がある。労働力人口の減少が始まろうとしている現在、人材確保に
向けた取り組みが必要となっている。



基盤のありかたまで視野に入れた制度改革を
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〇 セーフティネットの各制度を目的通り機能させるためには、基盤の
重要性が増しており、その基盤の機能如何によって、必要な人に制度が
届くかどうか左右される場合がある。

〇 制度を創設する、制度を変革するだけではセーフティネットの制度
は機能しない。セーフティネットの制度について、「現在は工具箱にい
ろんな工具が詰め込まれていてもそれを使いこなせる人がいない。工具
をむやみに増やすだけでは問題の解決にはならない。それを使いこなせ
る人をどうつくっていくのかが大切」(新潟県労福協)との指摘もある。

〇 セーフティネットという制度を必要とする人に制度が確実に届くよ
うに、制度を必要な人に届ける機能である「基盤」の在り方も含めた改
革を進めていく必要がある。


